
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  課税売上割合が 95%以上かどうかの判定 

Ｑ：当社の今期の消費税の課税売上割合は、

94.5678%です。四捨五入をすると95%になりま

すから、課税仕入れ等の税額の全額を控除す

ることができるのでしょうか？ 

 

Ａ：95%未満となりますので、個別対応方

式か一括比例配分方式のいずれかの方法によ

って仕入控除税額の計算を行うことになりま

す。 

【解説】 

消費税法では、平成24年4月1日以後に開始

する課税期間からは、その課税期間における

課税売上割合が95％以上であって、かつ、課

税売上高が5億円以下の事業者に限り、その課

税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全

額を控除対象とすることができるとされてい

ます。 

95%以上であれば課税仕入れ等に係る消費

税額の全額が控除できますが、95%未満となる

と、個別対応方式か一括比例配分方式のいず

れかの方法によって仕入控除税額の計算を行

わなければならず、その課税仕入れ等に係る

消費税額の全額を控除できなくなってしまい

ます。 

したがって、課税売上割合が95%以上かどう

かというのは非常に重要になるのですが、こ

の課税売上割合の端数処理は行わないことと

なっていますので、ご質問の場合は95%未満で

すので、その全額を控除することは認められ

ず、個別対応方式か一括比例配分方式のいず

れかの方法によって仕入控除税額の計算を行

うことになります。 
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